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 施設・事業所支援について  

 
兵庫県では、平成30～32年度を計画期間とする「兵庫県老人福祉計画（第７期介

護保険事業支援計画）」において、団塊の世代が全て75歳以上になる2025年に向け

ての介護サービス見込量の見直しを行うとともに、同時改定となる保健医療計画と

の整合性を図り、専門的な介護サービスの充実強化に加え、高齢者の自立支援、重

度化防止、医療・介護の連携の推進など、地域包括ケアシステムの深化・推進に向

けた更なる取組を推進することとしている。 

 

平成 29 年度兵庫県における施設・事業所支援等（介護保険課所管分） 

１ 定期巡回・随時対応サービス 

（１）定期巡回・随時対応サービスの普及啓発 

介護支援専門員、介護サービス事業者、要介護高齢者・家族等の認識不足があ

るため、当該サービスの普及啓発等を図る。 

① 介護支援専門員に対する研修（県介護支援専門員協会に委託） 

・参集予定者  介護支援専門員 

・内容     実際のサービス提供状況やケアプランに取り入れる際の留

意事項、実際のケアプラン作成のケーススタディ 等 

・開催時期   平成 29 年 11 月～12 月 

・開催場所   県内４ヶ所(神戸、阪神、東播磨、淡路) 

② 参入希望事業者等の相談窓口の設置（県看護協会に委託） 

・窓口設置場所 県看護協会 

・相談日     週２日（月、木曜日）９:00～12:00 

・主な相談内容 制度概要、利用者・従業者の確保、訪問看護事業所との連

携体制、深夜・夜間のサービス提供方法、オペレーター職

員の技術・ノウハウ等 

③ 普及セミナーの開催（県看護協会に委託） 

・参集予定者  訪問介護事業者、訪問看護事業者等 

・内容     最近のサービス実施状況の説明、先進事例の紹介 

・開催時期   平成 30 年１月 19 日(金) 

④ 技術向上研修の開催（県看護協会に委託） 

・研修対象者  ケアマネジャー、訪問介護・看護員、オペレーター等 

・内容     短時間介護の技術向上、オペレーター技術の事例演習、 

日単位のケアプラン作成演習等 

・開催時期   平成 30 年２月 17 日(土) 

⑤ 利用者向けリーフレットの作成配布 

    ・配布先    県・市町の窓口、自治会、老人クラブ、婦人会、

商工会議所 等 

・作成部数   100,000 部 
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（２）補助事業 

  ア 定期巡回サービス事業者参入促進事業 

定期巡回・随時対応サービスへの参入を促進するため、参入直後の安定的な

事業所運営の課題である人件費の一部を助成する。 

・負担割合 市町１/２ 県１/２ 

・補助対象 新たに定期巡回・随時対応サービスに参入する事業所 

・補 助 額  

 (平成29年４月～９月) 

１事業所あたりの月額基本額に利用者補正を乗じた額 

  基本額 250千円/月 

  利用者数補正 月利用者数に応じて４/４～１/４     

各月利用者数 ～10人 11～15人 16～20人 21人以上 

補正率 ４/４ ２/４ １/４ 補助対象外 
 

 (平成29年10月～) 

 １事業所あたり次表の額 

  ただし、１月あたりの事業所収支黒字額が、補助金を加えて250千円を超え

ない範囲まで                       

  (単位：千円) 

 

 

 

 

 
 
・

   ・補助期間 開設年度から3年間 

 

イ 定期巡回サービス訪問看護充実支援事業 

定期巡回・随時対応サービスの訪問看護と単独の訪問看護の介護報酬の単価

格差の是正を図るため、一定額を補助することにより、訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝの参入

を促進するとともに、訪問看護の訪問回数が多い対象者の利用拡大を図る。 

・補助対象 連携型：訪問看護事業所、一体型：定期巡回サービス事業所 

・補助単価  要介護３・４ 訪問看護：月４回   3 千円/月・人 

月５回以上 11 千円/月・人 

要介護５   訪問看護：月５回   3 千円/月・人 

月６回以上 11 千円/月・人 

  ・補 助 率 ３／４ 

（市町によっては、残りの１／４を助成していることがあります。） 

 

（３）施設整備等に対する補助金 

（ア、イの補助金とも、市町が相談・申請等の窓口となる。） 

ア 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の開設のために必要な事業 

・補 助 額   上限 10,300 千円/１事業所 

各月末 

契約者数 
～4人 5人 6人 7人 8人 9人 10人～ 21人～ 

基準額 250 250 250 250 250 250 250 0 

加算額   0 100  80  60  40  20   0 0 

総 額 250 350 330 310 290 270 250 0 
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・補助対象経費 施設の開設前６か月間に必要な次の経費（看護・介護職員

を訓練のために雇用する経費、開設のための普及啓発に要

する経費、職員の募集に要する経費、開設に当たっての周

知、広報に要する経費、開設準備事務に要する経費、その

他開設の準備に必要な経費） 

イ 施設等の整備 

・補 助 額   上限 5,670 千円/1 事業所 

・補助対象経費 施設等の整備に必要な工事費等 

 
＜平成 30 年度拡充予定＞ 

○参入事業者に対する事業所整備等への支援 

一層の事業者の参入促進を図る観点から、事業所開設における整備等に係る

事業者負担について、その一部を支援（市町事業） 
   ・負担割合 県１/３、市町１/３、事業者１/３ 
   ・補助対象 新たに定期巡回・随時対応サービスに参入する事業所 
   ・補助額＜整備補助＞補助対象経費  7,560 千円を超える整備費 
             補助対象上限額 3,780 千円 
       ＜賃料補助＞補助対象経費  賃貸借契約に基づく事務所賃料 
             補助期間    サービス開始から３年間 

              補助対象上限額 ３年間通算で 3,780 千円に達するまで 
 

２ 訪問看護ステーション 

（１）補助事業 

  ア 初任者の訪問看護職員に対する研修補助事業 

訪問看護ステーション（みなしの訪問看護事業所を含む）において、初めて

訪問看護業務に従事する看護職員に対する研修実施に必要な経費を補助 

・補助基準額  上限 220 千円／人  

・補助率    １／２ 

・補助対象経費 研修を行うために必要な人件費、旅費、需用費 

 

  イ 利用者情報を記録するＩＣＴ機器等の整備補助事業 

    訪問看護ステーションにおいて、日々の入力業務の大幅な削減やリアルタイ

ムの情報入力など業務の効率化等を図るため、ＩＣＴ機器等の導入経費を補助 

・補助基準額  上限 500 千円／事業所   

・補助率    ３／４ 

  ・補助対象経費 ＩＣＴ機器等の導入のために必要な経費 

 

３ 訪問看護ステーション、訪問介護 

 訪問看護師・訪問介護員の安全確保・離職防止対策事業 

訪問看護師等のサービス提供時の安全確保を図るため、利用者等からの暴力行為 
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等により、２人以上の訪問が必要なケースで、利用者及び家族等の同意が得られず、 

介護報酬上の２人訪問加算が適用できない場合に、加算相当額の一部を補助するほ 

か、対応マニュアルの作成や相談体制の整備に取り組む。 

（１）訪問看護師等の安全確保 

・補助対象 訪問看護、介護予防訪問看護事業又は訪問介護事業を行う者 

・補助内容 利用者等からの暴力行為などで２人以上の訪問が必要なケースで、 

利用者及び家族等の同意が得られず、介護報酬上の２人訪問加算が 

適用できない場合に、加算相当額の一部を補助 

・補助単価 訪問看護：2,540 円 

      訪問介護：1,030 円 

・実施主体  市町       

・負担割合 県１/３、市町１/３、事業所１/３ 

（２）マニュアル・リーフレットの作成  

   個別事例の分析によるパターン別の具体的な対処方法等を掲載したマニュア 

ル及び、周知用のリーフレットの作成 

（３）研修会の実施  

事業所の管理者を対象に、マニュアルを活用した事例検討や対処方法等につい 

て研修を実施（平成 30 年３月 10 日（土）） 

（４）相談窓口の設置 

訪問看護師等からの相談について原則電話により対応 

・対 象 者：兵庫県内の訪問看護事業所、訪問介護事業所に勤務する訪問看護 

師､訪問介護員、事業所の管理者、その他訪問業務に係わる職員 

等 

・電話番号：078-371-4165 

・開設日時：月曜日～金曜日 13:00～16:00（祝日・年末年始を除く） 

 

＜平成 30 年度拡充予定＞ 

深夜の時間帯（22 時から６時）の安全確保の為に２人訪問を行う場合の費用補助

を拡充する。 

 

４ サービス付き高齢者向け住宅 

サービス付き高齢者向け住宅機能強化事業 

サービス付き高齢者向け住宅事業者に対して、以下のとおり、特定施設入居者生

活介護の指定に必要な整備（特浴室、一時介護室、機能訓練室、スタッフ室）費用

を補助することにより、特養並みのケア提供体制づくりを促進する。 

・対象事業者  本補助による整備後もサービス付き高齢者向け住宅を 10 年以上運

営し、かつ特定施設入居者生活介護を 10 年以上運営することが見

込まれる事業所（政令市・中核市を除く） 

・補助基準額 164 千円／㎡×各整備スペースの補助基準面積と整備実面積のいず

れか低い面積の合計 

※補助単価は平成 30年介護報酬改定に応

じて見直し予定 

-49-



※ただし、全体の補助基準面積の上限は、35 戸未満：162 ㎡、35 

戸以上 55 戸未満：180 ㎡、55 戸以上：198 ㎡ 

《各スペースの補助基準面積》一時介護室（30 ㎡）、特浴室（36 ㎡）、機能訓練室

（72 ㎡）、スタッフ室（78 ㎡） 

・補助率 １／４ 

 

５ 介護保険施設等 

介護職員等産休代替費補助事業 

  介護保険施設や介護サービス事業所の職員等が産休等を取得しやすいよう、休業 

中の代替職員の雇用経費の一部を補助 

・補助額 6,800 円／日  

・補助率 １／３ 

・対象施設 介護保険施設（特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療 

養型医療施設）、在宅サービス事業所（訪問介護、訪問入浴、訪問

看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーシ

ョン、特定施設入居者生活介護、短期入所生活介護、短期入所療

養介護）※いずれも介護予防を含む。 
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